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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 1月 24日 (2006.1.24)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 の ス ト ロ ボ の 発 光 を 光 源 と し 、 パ タ ー ン マ ス ク を 透 過 さ せ て 三 次 元 位 置 検 出
用 パ タ ー ン を 被 写 体 に 投 影 す る パ タ ー ン 投 影 装 置 で あ っ て 、 該 パ タ ー ン 投 影 装 置 は

に 対 し て 着 脱 可 能 で あ る 三 次 元 形 状 計 測 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 パ タ ー ン 投 影 装 置 が に 対 し 着 脱 い ず れ の 状 態 で あ る か を 検 出 す る 検 出 手 段 を 備
え た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 三 次 元 形 状 計 測 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 パ タ ー ン 投 影 装 置 の へ の 装 着 を 検 出 し た 場 合 に 、 ス ト ロ ボ は パ タ ー ン 投 影 用 の
光 量 調 整 を 行 っ て 、 発 光 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 三 次 元 形 状 計 測 シ ス テ
ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 パ タ ー ン 投 影 装 置 の へ の 装 着 を 検 出 し た 場 合 は 、 パ タ ー ン 光 を 投 影 し た 撮 影 と
、 パ タ ー ン 光 を 投 影 さ せ な い 撮 影 を 連 続 し て 行 う モ ー ド を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
２ に 記 載 の 三 次 元 形 状 計 測 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
　 パ タ ー ン を 投 影 さ せ な い 撮 影 の 際 は 、 パ タ ー ン 投 影 手 段 が ス ト ロ ボ 発 光 光 路 か ら 退 避 し
て 、 通 常 撮 影 の ス ト ロ ボ 発 光 を 行 う こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ に 記 載 の 三 次 元 形 状 計 測 シ
ス テ ム 。
【 請 求 項 ６ 】
　 投 影 パ タ ー ン 用 マ ス ク は 液 晶 板 で あ り 、 表 示 パ タ ー ン を 制 御 可 能 と す る こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 １ に 記 載 の 三 次 元 形 状 計 測 シ ス テ ム 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
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【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 請 求 項 １ の 三 次 元 形 状 計 測 シ ス テ ム は 、 の ス ト ロ ボ の 発 光 を 光 源 と し 、 パ タ ー
ン マ ス ク を 透 過 さ せ て 三 次 元 位 置 検 出 用 パ タ ー ン を 被 写 体 に 投 影 す る パ タ ー ン 投 影 装 置
で あ っ て 、 該 パ タ ー ン 投 影 装 置 は に 対 し て 着 脱 可 能 と し た 。
　 請 求 項 ２ の 発 明 は 、 パ タ ー ン 投 影 装 置 が に 対 し 着 脱 い ず れ の 状 態 で あ る か を 検
出 す る 検 出 手 段 を 備 え る よ う に し た 。
　 請 求 項 ３ の 発 明 は 、 パ タ ー ン 投 影 装 置 の へ の 装 着 を 検 出 し た 場 合 に 、 ス ト ロ ボ
は パ タ ー ン 投 影 用 の 光 量 調 整 を 行 っ て 、 発 光 さ せ る よ う に し た 。
　 請 求 項 ４ の 発 明 は 、 パ タ ー ン 投 影 装 置 の へ の 装 着 を 検 出 し た 場 合 は 、 パ タ ー ン
光 を 投 影 し た 撮 影 と 、 パ タ ー ン 光 を 投 影 さ せ な い 撮 影 を 連 続 し て 行 う モ ー ド を 備 え る も の
と し た 。
　 請 求 項 ５ の 発 明 は 、 パ タ ー ン を 投 影 さ せ な い 撮 影 の 際 は 、 パ タ ー ン 投 影 手 段 が ス ト ロ ボ
発 光 光 路 か ら 退 避 し て 、 通 常 撮 影 の ス ト ロ ボ 発 光 を 行 え る も の と し た 。
　 請 求 項 ６ の 発 明 は 、 投 影 パ タ ー ン 用 マ ス ク は 液 晶 板 と し て 、 表 示 パ タ ー ン を 制 御 可 能 と
し た 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ７ 】
【 発 明 の 効 果 】
　 本 発 明 の 三 次 元 形 状 計 測 シ ス テ ム は 、 繁 用 の を ベ ー ス と し パ タ ー ン 投 影 装 置 の
電 源 と し て 該 が 内 蔵 し て い る ス ト ロ ボ を 用 い 、 該 パ タ ー ン 投 影 装 置 は に
対 し て 着 脱 可 能 と し た 構 成 を 採 用 し た も の で あ る か ら 、 簡 便 な 構 造 で 被 検 体 の 三 次 元 形 状
が 計 測 で き る 。 そ し て パ タ ー ン 投 影 装 置 を 取 り 外 せ ば 普 通 の と し て 使 用 で き る 。
　 ま た 、 請 求 項 ２ 、 ３ の 発 明 は 、 に 対 し 着 脱 い ず れ の 状 態 で あ る か を 検 出 す る 検
出 手 段 を 備 え る よ う に し た の で 、 ス ト ロ ボ の モ ー ド 設 定 を い ち い ち 使 用 者 が 操 作 す る 必 要
が な い 。 そ し て 、 ス ト ロ ボ の 三 次 元 形 状 計 測 時 、 通 常 撮 影 時 に 対 応 す る 異 な る 役 割 に 応 じ
た 光 量 調 整 を 行 っ て 、 発 光 さ せ る よ う に 機 構 を 備 え る よ う に し た の で 、 使 用 に 合 わ せ た 適
当 な 発 光 が 自 動 的 に 行 わ れ る 。
　 請 求 項 ４ の 発 明 は 、 パ タ ー ン 光 を 投 影 し た 撮 影 と 、 パ タ ー ン 光 を 投 影 さ せ な い 撮 影 を 連
続 し て 行 う モ ー ド を 備 え る よ う に し た の で 、 前 者 の 画 像 か ら 被 写 体 の 立 体 形 状 情 報 を 、 後
者 か ら カ ラ ー 等 の 画 像 情 報 を 取 得 で き る の で こ れ を 総 合 し て カ ラ ー 立 体 画 像 を 得 る こ と が
で き る 。
　 請 求 項 ５ の 発 明 は 、 パ タ ー ン を 投 影 さ せ な い 通 常 撮 影 の 際 は 、 か ら 取 り 外 せ る
よ う に し て パ タ ー ン 投 影 装 置 が ス ト ロ ボ 発 光 光 路 か ら 退 避 し て 、 通 常 撮 影 の ス ト ロ ボ 発 光
に よ る 撮 影 を 行 え る も の と し た の で 、 通 常 撮 影 も 手 軽 に 実 行 で き る 。
　 請 求 項 ６ の 発 明 は 、 投 影 パ タ ー ン 用 マ ス ク と し て 液 晶 板 を 採 用 し た も の で あ る か ら 、 パ
タ ー ン の 有 無 、 表 示 パ タ ー ン に つ い て も 定 型 パ タ ー ン だ け で な く 、 被 写 体 形 状 に 合 わ せ て
適 宜 変 更 す る こ と が 可 能 と な る 。
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